
平成二十七年政令第四十三号

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令

内閣は、独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）第十五条第二項及び第八項の規定に基づき、この政令を制定す

る。

（借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等）

第一条　国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。）第十八条第二項の政令で定める長

期借入金又は森林研究・整備機構債券（以下「機構債券」という。）は、次に掲げるものとする。

一　法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券

二　法第十八条第二項の規定による長期借入金又は機構債券（法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期

借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債

券に限る。）

２　法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内の

期間とする。

一　前項第一号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券　次条の農林水産省令

で定める期間から同号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間

二　前項第二号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券　前号に定める期間か

ら同項第二号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間

（長期借入金又は機構債券の償還期間）

第二条　法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達す

る資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。

（長期借入金の借入れの認可）

第三条　国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下「機構」という。）は、法第十八条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入

れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければなら

ない。

一　借入れを必要とする理由

二　長期借入金の額

三　借入先

四　長期借入金の利率

五　長期借入金の償還の方法及び期限

六　利息の支払の方法及び期限

七　その他農林水産大臣が必要と認める事項

２　前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

（機構債券の形式）

第四条　機構債券は、無記名式で利札付きのものとする。

（機構債券の発行の方法）

第五条　機構債券の発行は、募集の方法による。

（機構債券申込証）

第六条　機構債券の募集に応じようとする者は、森林研究・整備機構債券申込証（以下「機構債券申込証」という。）に、その引き受けよ

うとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

２　社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。）の規定の適用がある機構債券（次条

第二項において「振替機構債券」という。）の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債

券の振替を行うための口座（同条第二項において「振替口座」という。）を機構債券申込証に記載しなければならない。

３　機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　機構債券の名称

二　機構債券の総額

三　各機構債券の金額

四　機構債券の利率

五　機構債券の償還の方法及び期限

六　利息の支払の方法及び期限

七　機構債券の発行の価額

八　社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九　社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十　応募額が機構債券の総額を超える場合の措置

十一　募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

（機構債券の引受け）

第七条　前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を

引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

２　前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受

けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

（機構債券の成立の特則）

第八条　機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募

額をもって機構債券の総額とする。

（機構債券の払込み）

第九条　機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

（債券の発行）

第十条　機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定

の適用があるときは、この限りでない。
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２　各債券には、第六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名

押印しなければならない。

（機構債券原簿）

第十一条　機構は、主たる事務所に森林研究・整備機構債券原簿（次項において「機構債券原簿」という。）を備えて置かなければならな

い。

２　機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　機構債券の発行の年月日

二　機構債券の数（社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号）

三　第六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四　元利金の支払に関する事項

（利札が欠けている場合）

第十二条　機構債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払

期が到来した利札については、この限りでない。

２　前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

（機構債券の発行の認可）

第十三条　機構は、法第十八条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十

日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一　機構債券の発行を必要とする理由

二　第六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三　機構債券の募集の方法

四　機構債券の発行に要する費用の概算額

五　第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　作成しようとする機構債券申込証

二　機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三　機構債券の引受けの見込みを記載した書面

（他の法令の準用）

第十四条　機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の

行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

一　土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号（同法第百三十八

条第一項において準用する場合を含む。）、第二十一条（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）、第八十二条第五項及

び第六項（これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）、第八十三条第三項（同法第八十四条第三項（同法

第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）、第百二十二条第一項た

だし書（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）並びに第百二十五条第一項ただし書（同法第百三十八条第一項にお

いて準用する場合を含む。）

二　森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第十条の二第一項第一号

三　地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第十一条第二項、第二十条第二項（同法第四十五条第一項において準用する場合を

含む。）及び第二十三条第五項

四　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第七条第四項及び第十三条

五　林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）第三十一条

六　特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第十四条（同法第十六条第四項及び第十八条第四項において準用する場

合を含む。）

七　景観法（平成十六年法律第百十号）第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五

項

八　不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項（同条第三項におい

て準用する場合を含む。）

九　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律第四十九号）第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十

五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項

十　不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第一項第六号（同令別表の七十三の項に係る部分に限る。）及び第二項、第

十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項

十一　景観法施行令（平成十六年政令第三百九十八号）第二十二条第二号（同令第二十四条において準用する場合を含む。）

２　前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、

それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

土地収用法第二十一条第一項（同法第百三十八条第一

項において準用する場合を含む。）

行政機関若しくはその地方支分部局

の長

国立研究開発法人森林研究・整備機構

土地収用法第二十一条第二項（同法第百三十八条第一

項において準用する場合を含む。）

行政機関又はその地方支分部局の長 国立研究開発法人森林研究・整備機構

土地収用法第百二十二条第一項ただし書（同法第百三

十八条第一項において準用する場合を含む。）

当該事業の施行について権限を有す

る行政機関又はその地方支分部局の

長

国立研究開発法人森林研究・整備機構

不動産登記令第七条第二項 命令又は規則により指定された官庁

又は公署の職員

国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長

が指定し、その旨を官報により公告した国立研

究開発法人森林研究・整備機構の役員又は職員

第十五条　機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水

産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附　則

（施行期日）
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１　この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

（機構債券とみなされた緑資源債券についての読替え）

２　独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）附則第七条の規定により法第十八条第一項の規定による機構債券

とみなされた緑資源債券についての第一条の規定の適用については、同条第一項第一号中「長期借入金又は機構債券」とあるのは「機構

債券」と、同項第二号中「よる」とあるのは「より前号に掲げる機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した」と、「機構債券（法

第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機

構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債券に限る。）」とあるのは「機構債券」と、同条第二項第一号中「掲

げる長期借入金又は機構債券」とあるのは「掲げる機構債券」とする。

附　則　（平成二七年三月一八日政令第七四号）　抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二六日政令第三九六号）

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年一一月九日政令第三〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（平成三十年十一月十五日）から施行する。

（地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置）

第十四条　この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間（次項及び第三項において「経過期間」

という。）における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正

後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号

及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中

「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。

２　経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五

号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の

国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二

条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の

規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医

療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第

六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項（同法第三十七条第四項において準用する

場合を含む。）において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項

及び第五項」とする。

３　経過期間における前条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第十四条第一項第九号の規定の適用につい

ては、同号中「第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三

項」とあるのは、「第五項」とする。

附　則　（令和二年一二月二四日政令第三七六号）

この政令は、令和三年一月一日から施行する。
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